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消防団員のためのマイカー共済・保険を
ぜひ活用ください

地域防災室

　近年、全国で災害が激甚化・頻発化する中、地域に密
着して活動する消防団員の方々は、災害時に急を要する
消防団活動のために、やむを得ず、自家用自動車等を使
用する場合があります。令和元年東日本台風による災害
では、消防団員が災害出動時に使用した自家用自動車等
に被害が生じる事例がありました。
　そこで、消防団員に個人的負担を生じさせることなく、
安心して当該活動に従事していただくことを目的とし
て、令和２年４月から、消防団員向けの自動車損害共済
事業、いわゆる、「消防団員のマイカー共済」を開始し
ました。消防団員のマイカー共済は、全国市有物件災害
共済会（市分）・全国自治協会（町村分）の自動車損害

共済制度のスキームを活用するもので、原則は１年単位
の共済期間となりますが、１月単位の短期で加入するこ
とも可能です。また、令和３年度からは、民間損害保険
会社（損害保険ジャパン株式会社・三井住友海上火災保
険株式会社）において「消防団員のマイカー保険」の取
扱いが開始されています。
　これらの共済・保険に関して、市町村が負担する分担
金・保険料の５割に、特別交付税措置を講じております
ので、消防団員・消防団事務を所管する機関の方々にお
かれましては、６月からの出水期に向けて、ぜひ、この
マイカー共済・保険の活用を積極的にご検討ください。 

　 問合せ先
　消防庁国民保護・防災部　地域防災室
　TEL: 03-5253-7561

消防団員のマイカー共済・保険の概要


